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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う保健所業務の更なる重点化について 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、連日、極めて高い水準の陽性確認が続く

中、県内の各保健所では、重症化リスクの高い陽性者や症状の悪化した自宅療養者を確実

に医療に繋ぐことを最優先に対応するため、疫学調査の重点化等を図ってきたところです。 

 しかしながら、管内の感染拡大が顕著な一部の保健所では、業務負荷の増大が続いてお

り、このままでは業務がひっ迫するおそれがあることから、負荷が著しい保健所について

は、別紙のとおり更なる業務の重点化を図ることとしています。 

 ついては、保健所業務の重点化は、県民生活にも影響があることから、貴課関係施設及

び団体に対し、広く周知していただきますよう、よろしくお願いします。 

 また、新型コロナウイルス感染症患者が療養を終えた後及び濃厚接触者の待機期間が終

了した後に職場等で勤務を再開するにあたっては、職場等に証明書を提出する必要はない

こととされていますので、この点についても併せて周知していただくようお願いします。 

 なお、各市町長及び一般社団法人愛媛県医師会長へは、別途依頼していますので申し添

えます。 

 

   

 

 

 

 

健康増進課感染症対策係（内線 2402） 

 


